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道
志
村
民
憲
章

私
た
ち
の
七
里
は
、
緑
と
清
流
と
歴
史

の
郷
で
す
。
こ
の
地
に
生
き
る
こ
と
に
誇

り
を
も
ち
、
平
和
な
村
を
築
く
た
め
、
こ

こ
に
憲
章
を
定
め
ま
す
。

私
た
ち
は

一
、
自
然
を
愛
し
平
和
な
村
を
つ
く

り
ま
す
。

一
、
生
産
に
励
み
豊
か
な
村
を
つ
く

り
ま
す
。

一
、
伝
統
を
重
ん
じ
、
教
養
を
高
め
、

文
化
の
村
を
つ
く
り
ま
す
。

一
、
人
情
と
い
た
わ
り
の
心
を
養
い
、

福
祉
の
村
を
つ
く
り
ま
す
。

一
、
明
る
く
健
康
で
、
活
力
あ
る
村

を
つ
く
り
ま
す
。
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平
成
十
三
年
九
月
定
例
村
議
会
は
、
九
月
十
七
日
招
集
、

会
期
を
二
十
一
日
ま
で
の
五
日
間
と
決
め
開
会
さ
れ
ま
し
た
。

議
案
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
慎
重
審
議
の
結
果
い

ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

議
決
さ
れ
た
案
件
は
次
の
と
お
り
で
す
。

(1)
道
志
村
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(2)
平
成
十
三
年
度
道
志
村
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
回
）

(3)
平
成
十
三
年
度
道
志
村
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
回
）

(4)
平
成
十
三
年
度
道
志
村
合
併
浄
化
槽
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
回
）

(5)
平
成
十
二
年
度
道
志
村
一
般
会
計
決
算
書
の
認
定
に
つ
い
て

(6)
平
成
十
二
年
度
道
志
村
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
決
算
書
の
認
定
に
つ
い
て

(7)
平
成
十
二
年
度
道
志
村
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
決
算
書
の
認
定
に

つ
い
て

(8)
平
成
十
二
年
度
道
志
村
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
決
算
書
の
認
定
に
つ
い
て

(9)
平
成
十
二
年
度
道
志
村
老
人
医
療
費
特
別
会
計
決
算
書
の
認
定
に
つ
い
て

(10)
平
成
十
二
年
度
道
志
村
介
護
保
険
特
別
会
計
決
算
書
の
認
定
に
つ
い
て

(11)
平
成
十
二
年
度
道
志
村
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
決
算
書
の
認
定

に
つ
い
て

(12)
平
成
十
二
年
度
道
志
村
観
光
施
設
等
事
業
特
別
会
計
決
算
書
の
認
定
に
つ
い
て

(13)
山
梨
県
東
部
広
域
連
合
の
規
約
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

(14)
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

平成13年10月１日（2）

一
般
質
問

九
月
定
例
議
会
に
お
い
て
村
田
充
且
議

員
か
ら
一
般
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

質
問
の
要
旨
と
こ
れ
に
対
す
る
村
長
な

ど
執
行
部
の
答
弁
の
要
旨
は
次
の
と
お
り

で
す
。

村
田
　
充
且

議
員

答
　
弁

●
道
志
村
の
合
併
問
題
に
つ
い
て

山
梨
県
下
六
十
四
市
町
村
は
、
国
中
・

峡
南
・
峡
北
・
郡
内
と
大
き
く
四
つ
に
分

割
で
き
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
町
村
合
併
の
検
討
は
、
国

中
・
峡
南
・
峡
北
地
方
で
は
良
い
方
向
に

向
か
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

比
較
的
平
坦
地
で
立
地
条
件
等
も
整
っ

て
い
る
こ
と
が
、
検
討
が
進
ん
で
い
る
一

要
因
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
の
点
か
ら
み
て
も
、
私
ど
も
の
地
域

は
、ご
ら
ん
の
と
お
り
山
間
地
域
で
あ
り
、

こ
の
町
村
合
併
の
検
討
は
、
か
な
り
難
し

い
要
素
を
多
く
含
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。

検
討
は
な
さ
れ
て
い
る
と
は
思
い
ま
す

が
、
も
っ
と
積
極
的
で
具
体
的
な
検
討
が

な
さ
れ
て
い
く
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
お

り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
行
政
や
議
会
、
一
般
住
民

な
ど
か
ら
こ
の
件
に
関
し
、
検
討
委
員
会

を
発
足
さ
せ
、
そ
の
中
で
方
向
付
け
を
し

て
い
く
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
必
要
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

巌
道
峠
か
ら
上
野
原
へ
の
ト
ン
ネ
ル
、

板
橋
地
区
か
ら
都
留
市
へ
の
ト
ン
ネ
ル
な

ど
の
道
路
網
の
整
備
を
ど
の
よ
う
に
進
め

て
い
く
か
、
病
院
や
役
場
、
消
防
署
や
学

校
な
ど
の
整
備
を
ど
う
す
る
か
、
議
員
の

定
数
な
ど
検
討
す
べ
き
課
題
は
山
積
し
て

お
り
ま
す
。

ま
た
、
近
隣
市
町
村
と
も
問
題
を
共
有

し
、
一
緒
に
こ
の
問
題
解
決
に
取
り
組
ん

で
い
く
こ
と
も
肝
要
か
と
考
え
ま
す
。

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

将
来
の
道
志
村
を
想
像
す
る
と
き
、
合

併
問
題
は
切
り
離
せ
な
い
問
題
だ
と
は
思

い
ま
す
が
、
二
千
余
名
の
生
活
を
預
か
る

最
高
責
任
者
と
し
て
の
、
首
長
及
び
村
当

局
と
し
て
の
現
時
点
で
の
、
こ
の
町
村
合

併
の
検
討
は
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
る
の

か
、
ま
た
、
今
後
ど
の
よ
う
な
方
向
を
持

っ
て
検
討
し
て
い
く
の
か
、
お
聞
か
せ
願

い
た
い
。

議
会
だ
よ
り

平
成
十
三
年

一
般
会
計
補
正
予
算
及
び
特
別
会
計
予
算
な
ど
可
決



（3）

答
　
弁

皆
さ
ん
ご
承
知
の
と
お
り
、
道
志
村
は

明
治
二
十
二
年
六
月
一
日
に
村
制
を
施
行

し
て
お
り
ま
す
。

以
来
、
都
留
市
、
大
月
市
な
ど
が
誕
生

し
た
昭
和
の
大
合
併
の
際
も
含
め
て
他
市

町
村
と
の
合
併
は
一
度
と
し
て
無
く
単
独

の
村
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
間
の
動
き
と
し
て
の
一
つ
と
し

て
、
「
広
域
市
町
村
圏
」
の
形
成
が
あ
り

ま
す
。

昭
和
四
十
四
年
に
国
が
策
定
し
た
「
新

全
国
総
合
開
発
計
画
」
で
出
さ
れ
た
「
広

域
生
活
圏
」
の
概
念
を
整
理
し
、
自
治
省

で
は
、
住
民
の
日
常
社
会
生
活
圏
の
広
域

化
に
対
応
す
る
た
め
、
都
市
の
周
辺
山
村

を
一
体
と
し
た
、
広
域
的
・
総
合
的
な
市

町
村
行
政
を
推
進
す
る
た
め
、
人
口
概
ね

十
万
人
を
標
準
と
し
た「
広
域
市
町
村
圏
」

を
設
定
す
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
の
東
部

地
区
を
構
成
す
る
七
市
町
村
に
つ
い
て

は
、
昭
和
四
十
五
年
に
指
定
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

そ
し
て
、「
東
部
広
域
市
町
村
圏
計
画
」

を
一
次
、
二
次
、
三
次
と
十
年
毎
に
策
定

し
、
広
域
行
政
の
推
進
に
一
定
の
役
割
を

果
た
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
計
画
に
つ

い
て
は
、
そ
の
権
限
の
制
度
的
限
界
も
あ

り
、
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
広
域
的

な
行
政
需
要
に
適
切
に
対
応
す
る
と
と
も

に
、
国
等
の
権
限
の
受
け
皿
と
な
る
特
別

地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
平
成
六
年
地
方

自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
「
広
域
連
合

制
度
」が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
東
部
地
域
は
、
地
理
的
条

件
に
お
い
て
、
山
梨
県
で
最
も
市
町
村
合

併
が
難
し
い
地
域
だ
か
ら
こ
そ
、
県
の
強

力
な
指
導
の
も
と
に
、
知
事
の
許
可
を
得

る
中
で
、
平
成
十
一
年
九
月
一
日
に
「
東

部
広
域
連
合
」
が
発
足
し
て
お
り
ま
す
。

現
在
、
「
東
部
広
域
連
合
」
で
は
介
護

保
険
の
認
定
審
査
会
、情
報
公
開
審
査
会
、

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
管
理
運
営
、
広
域
市

町
村
圏
計
画
の
策
定
、
広
域
行
政
推
進
に

係
る
調
査
研
究
等
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
に
お
け
る
広
域
的
に
処
理
す
る
事

務
と
し
て
は
、
消
防
事
務
、
ゴ
ミ
・
し
尿

処
理
、
監
査
、
火
葬
場
、
固
資
・
公
平
委

員
会
、
広
域
道
路
整
備
等
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
て
お
り
ま
す
。

現
在
、
国
に
お
い
て
は
合
併
特
例
法
を

受
け
て
、
各
省
庁
を
上
げ
て
の
強
力
な
合

併
支
援
プ
ラ
ン
を
示
し
な
が
ら
市
町
村
に

強
力
な
指
導
を
行
い
、
平
成
十
七
年
度
末

ま
で
の
合
併
を
推
進
し
て
い
る
時
期
で
も

あ
り
ま
す
。

県
内
で
は
、
既
に
合
併
特
例
法
に
よ
る

合
併
法
定
協
議
会
を
設
立
し
た
峡
西
地
域

六
町
村
、
ま
た
任
意
協
議
会
で
検
討
し
て

い
る
、
峡
東
地
域
七
市
町
村
、
中
巨
摩
郡

や
南
巨
摩
郡
に
お
い
て
も
同
様
の
動
き
が

あ
り
ま
す
。

さ
て
、
「
東
部
広
域
連
合
」
で
は
平
成

十
三
年
度
に
「
第
四
次
東
部
広
域
市
町
村

圏
計
画
」
の
策
定
を
行
い
、
本
年
度
よ
り

こ
の
計
画
に
基
づ
き
、
広
域
行
政
の
推
進

を
す
る
が
、
主
要
施
策
で
あ
る
広
域
行
政

の
拡
大
、
検
討
や
市
町
村
合
併
に
対
す
る

取
組
み
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

全
県
的
に
市
町
村
合
併
論
議
が
出
て
い

る
中
で
、
合
併
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
難

し
い
言
わ
れ
る
東
部
圏
域
に
お
い
て
も
、

遅
く
て
も
平
成
十
七
年
度
末
ま
で
に
は
、

何
ら
か
の
方
向
は
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

今
年
度
、「
圏
域
の
将
来
像
に
つ
い
て
」

調
査
研
究
を
行
う
こ
と
で
す
が
、
法
律
改

正
の
方
向
や
地
方
分
権
の
行
方
や
合
併
が

行
わ
れ
た
先
進
地
、
あ
る
い
は
合
併
が
不

調
と
な
っ
た
地
域
を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る

立
場
、
角
度
か
ら
調
査
を
行
い
、
合
併
の

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
検
証

し
て
行
く
予
定
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
各

市
町
村
が
今
後
の
住
民
懇
談
会
等
の
資
料

と
し
て
大
い
に
活
用
し
、
今
後
の
合
併
論

議
に
反
映
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

平成14年度に村が実施する浄化槽工事を希望する方は、下記の期間にて

申込みを受け付けます。

実施年度　平成14年度内

予定基数　47基

受付期間　平成13年10月22日～平成13年12月20日

※申込み用紙は役場にありますので、担当者に申し出をして下さい。

平成14年度 浄化槽工事の受付についてお知らせ



実 質 収 支

平成１３年10月１日（4）

（単位：千円）

平
成
十
二
年
度
の
一
般
会
計
と
七
つ
の
特

別
会
計
の
決
算
が
、
九
月
の
定
例
議
会
で
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

一
般
会
計
の
歳
入
総
額
は
二
十
七
億
一
千
八

百
七
十
五
万
四
千
円
、
対
前
年
比
は
、
十
四
・

三
％
の
増
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

歳
出
に
つ
い
て
は
、
二
十
五
億
八
千
十
二

万
四
千
円
、
対
前
年
比
は
、
十
四
・
七
％
の

増
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
で
皆
さ
ん
が
納
め
ら
れ
た
税
金
や
、

国
・
県
か
ら
の
お
金
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ

て
い
る
か
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、
村

政
運
営
に
ご
理
解
を
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

１世帯当たり、１人当たりの歳入・歳出

一般会計を平成12年度末の世帯数

（58 5 世帯）と人口（2，1 8 5 人）

で換算すると、次のようになります。

一世帯当たり 一人当たり

歳入 464万7，443円　 124万4，281円
歳出 441万0,468円　 118万0,835円

35億円
一般会計 25億80，124千円
特別会計 9億20，849千円

会 　 計 　 名

一 般 会 計

特
　
別
　
会
　
計

合　　　　計

歳 入 総 額

2,718,754

231,041

119,096

264,261

68,350

23,865

125,678

119,293

3,670,338

歳 出 総 額

2,580,124

209,898

114,095

263,265

63,215

26,884

124,640

118,852

3,500,973

歳入歳出差引

138,630

21,143

5,001

996

5,135

△　3,019

1,038

441

169,365

翌年度に繰越すべき財源

13,602

0

0

0

3,378

0

0

0

16,980

125,028

21,143

5,001

996

1,757

△　3,019

1,038

441

152,385

国民健康保険

国保診療所

老 人 医 療

介 護 保 険

介護サービス

簡 易 水 道

観 光 施 設

平成12年度 決 算 総括表

総 額

国庫支出金   1.3％�
県 支 出 金 10.5％�

地方税 7.9％�
分担金及び負担金 0.8％�
使用料及び手数料 0.5％�

財産収入0.0％�

繰越金 4.7％�

諸収入 9.9％�

地方譲与税 0.5％�
利子割交付金 0.4％�
地方消費税 0.7％�
特別地方消費税交付金 0.0％�
自動車取得税交付金 0.4％�
地方特例交付金 0.3％�
交通安全交付金 0.0％�
�

寄附金 4.0％�
繰入金 0.2％�
�

地方交付税 45.4％�

地方債 7.2％�

依存財源�
　66.7％�

自主財源�
　33.3％�

目的別歳出�
2,580,124�
　　 千円�

民生費 6.6％�

衛生費3.9％�

商工費 9.6％　�

土木費3.6％�

教育費 7.3％�

災害復旧費 0.0％�
公債費 19.2％�

議会費 2.0％�

消防費 4.7％�

総務費 19.6％�

農林水産業費�
 16.1％�



区　　　分

地 方 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

地方消費税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

地 方 交 付 税

地 方 特 例 交 付 金

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 付 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

地 方 債

合　　　　計

１1 年　　度

決 算 額

213,727

13,966

2,544

19,545

318

10,138

5,707

1,238,998

0

18,906

17,196

91,189

192,782

822

94,185

3,634

116,649

217,488

120,000

2,377,794

構 成 比

9.0

0.6

0.1

0.8

0.0

0.4

0.2

52.1

0.0

0.8

0.7

3.9

8.1

0.0

4.0

0.2

4.9

9.2

5.0

100.0

１2 年　　度

決 算 額

215,744

14,335

10,638

20,156

0

9,852

7,949

1,234,404

0

21,017

12,674

34,229

286,165

1,756

92,090

162,992

127,863

270,490

196,400

2,718,754

構 成 比

7.9

0.5

0.4

0.7

0.0

0.4

0.3

45.4

0.0

0.8

0.5

1.3

10.5

0.1

3.4

6.0

4.7

0.9

7.2

100.0

増 減 率

0.9

2.6

318.2

3.1

皆　減

△ 2.8

39.3

△ 0.4

0

11.2

△ 26.3

△ 62.5

48.4

113.6

△　 2.2

4,385.5

9.6

24.4

63.7

14.3

（5）

歳

入

状

況

は

自

主

財

源

道道道道志志志志村村村村のののの

家家家家計計計計簿簿簿簿

平成12年度

歳 出

区　　　分

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

消 防 費

土 木 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

合　　　　計

１1 年　　度

決 算 額

49,266

456,994

239,452

105,171

363,202

207,754

158,617

101,500

206,235

31,414

330,326

2,249,931

構 成 比

2.2

20.3

10.6

4.7

16.1

9.2

7.1

4.5

9.2

1.4

14.7

100.0

１2 年　　度

決 算 額

50,447

506,115

170,819

100,283

605,499

248,055

92,033

120,079

188,990

0

497,804

2,580,124

構 成 比

2.0

19.6

6.6

3.9

23.5

9.6

3.6

4.7

7.3

0.0

19.2

100.0

増 減 率

2.4

10.7

△ 28.7

△ 4.6

66.7

19.4

△ 42.0

18.3

△ 8.4

皆　減

50.7

14.7

（単位：千円％）

（単位：千円％）

目
的
別
歳
出
状
況



平成１３年10月１日（6）

一
、
総
務
・
民
生
・
環
境
衛
生
関
係

単
位
千
円

（１）
ふ
る
さ
と
づ
く
り
推
進
事
業
費

（
道
志
み
ち
快
適
事
業
・
出
生
記
念
樹

・
出
生
婚
姻
祝
金
・
高
校
生
就
学
助
成

金
・
東
富
士
七
里
太
鼓
ス
ポ
ー
ツ
少
年

団
な
ど
）

一
二
、
四
八
九

（２）
み
ん
な
で
支
え
る
地
域
福
祉
推
進
事
業

（
食
事
サ
ー
ビ
ス
・
寝
具
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
理
容
サ
ー
ビ
ス
・
紙
オ
ム
ツ
な
ど
）

三
、
五
八
七

（３）
社
会
福
祉
総
務
費

（
国
民
健
康
保
険
繰
出
金
な
ど
）

二
七
、
三
二
一

（４）
老
人
福
祉
費

（
老
人
医
療
・
老
人
保
護
措
置
費
・
老

人
ク
ラ
ブ
・
老
健
繰
出
金
ほ
か
）

二
八
、
四
五
〇

（５）
身
体
障
害
者
福
祉
費

（
医
療
費
・
補
装
具
・
入
所
措
置
費
・

更
生
医
療
費
・
日
常
生
活
用
具
）

一
七
、
五
五
九

（６）
福
祉
セ
ン
タ
ー
費

（
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
繰
出
金
な
ど
）

一
五
、
九
八
五

（７）
介
護
費

（
介
護
保
険
繰
出
金
）
二
八
、
五
六
九

（８）
児
童
福
祉
費

（
保
育
所
・
児
童
手
当
）四

七
、
七
七
八

（９）
環
境
保
健
総
務
費

（
診
療
所
会
計
繰
出
金
・
簡
易
水
道
会

計
繰
出
金
）

五
五
、
二
九
四

（10）
母
子
衛
生
費

（
乳
児
医
療
・
各
種
検
診
事
業
な
ど
）

二
、
八
五
八

（11）
健
康
管
理
費

（
保
健
婦
・
家
庭
介
護
教
室
・
健
康
管

理
事
業
な
ど
）

八
、
〇
九
八

（12）
環
境
保
全
費

（
ゴ
ミ
処
理
対
策
事
業
村
内
一
斉
清
掃

な
ど
）

二
三
、
一
五
二

（13）
予
防
費
（
各
種
予
防
接
種
な
ど
）

一
、
六
二
四

（14）
老
人
保
健
事
業

（
地
域
住
民
健
診
事
業
・
基
本
健
診
・

乳
癌
・
肝
癌
・
子
宮
癌
・
働
き
ざ
か
り

花
の
実
年
健
診
な
ど
）

九
、
二
五
六

二
、
農
林
水
産
関
係

①
農
業
関
係

（１）
県
単
土
地
改
良
事
業

農
道
川
村
線
　
　
　
　
　
五
、
〇
五
〇

農
道
川
久
保
線
　
　
　
　
五
、
〇
四
〇

農
道
堂
之
下
線
　
　
　
　
五
、
二
五
〇

農
道
金
沢
線
　
　
　
　
　
五
、
三
七
六

農
道
大
指
線
　
　
　
　
一
〇
、
三
三
二

農
道
大
渡
線
　
　
　
　
　
一
、
九
一
一

農
道
釜
之
前
線
　
　
　
　
一
、
四
二
八

椿
水
路
　
　
　
　
　
　
　
一
、
七
六
四

久
保
平
水
路
　
　
　
　
　
一
、
四
四
九

鳥
獣
害
防
除
事
業
（
猪
罠
）

神
地
・
川
原
畑
・
竹
之
本
（
３
基
）

一
、
五
〇
一

（２）
農
道
・
水
路
等
補
修
工
事

釜
之
前
水
路
改
修
工
事
　
　
　
一
五
〇

農
道
越
路
線
水
路
改
修
工
事
　
二
〇
〇

農
道
西
川
線
補
修
工
事
　
　
　
二
一
一

久
保
平
用
水
路
改
修
工
事
　
　
六
四
九

神
地
大
山
橋
工
事
　
　
　
　
　
三
八
〇

神
地
水
路
漏
水
改
修
工
事
　
　
二
七
〇

農
道
大
栗
水
路
補
修
工
事
　
　
三
三
五

白
井
平
水
路
補
修
工
事
　
　
　
　
三
一

大
室
指
取
付
道
路
補
修
工
事
　
一
八
二

○
農
道
台
帳
補
正
業
務
　
　
一
、
七
六
四

（３）
山
村
振
興
等
農
林
漁
業
特
別
対
策
事
業

林
間
遊
歩
道
整
備
事
業
・
道
志
体
験
農

園
整
備
事
業
　
　
　
二
〇
六
、
二
五
二

美
し
い
む
ら
づ
く
り
　
　
六
、
三
三
〇

（４）
県
営
事
業
負
担
金

水
と
土
ふ
れ
あ
い
事
業
　
六
、
一
四
七

②
林
業
関
係

（１）
民
有
林
林
道
事
業

道
坂
菜
畑
線
　
　
　
　
五
七
、
九
三
〇

田
代
線
鋪
装
　
　
　
　
二
七
、
〇
〇
〇

野
原
線
鋪
装
　
　
　
　
一
五
、
〇
〇
〇

野
原
線
吹
付
　
　
　
　
一
九
、
六
七
〇

（２）
林
業
構
造
改
善
事
業

竹
之
本
線
事
業
　
　
　
二
七
、
四
六
六

掛
水
線
開
設
　
　
　
　
五
三
、
〇
〇
〇

追
越
線
作
業
道
　
　
　
二
三
、
〇
〇
〇

バ
ン
ガ
ロ
ー
森
の
コ
テ
ー
ジ

一
五
、
〇
〇
〇

（３）
森
林
環
境
教
育
事
業
（
教
育
の
森
）

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
施
設

二
〇
、
三
〇
五
、
三
〇
〇

（４）
治
山
事
業

長
又
流
路
工
　
　
　
　
　
三
、
〇
〇
〇

御
正
体
改
良
　
　
　
　
　
三
、
〇
〇
〇

三
、
商
工
、
観
光
関
係

①
観
光
施
設
整
備

（１）
道
志
の
湯
・
水
源
の
森
　
八
、
八
二
〇

②
そ
の
他
の
事
業

（１）
第
十
四
回
道
志
村
ホ
タ
ル
祭
開
催

二
、
〇
〇
〇

（２）
観
光
振
興
事
業
　
　
　
　
三
、
二
五
〇

四
、
土
木
関
係

①
村
道
改
良
鋪
装
工
事

月
夜
野
線
（
改
良
鋪
装
）
九
、
二
六
三

間
沢
線
（
鋪
装
）

七
、
〇
四
三

笹
久
根
線
（
改
良
）

一
二
、
九
一
一

西
向
線
（
改
良
）

七
、
五
七
八

菜
畑
線
（
改
良
鋪
装
）

五
、
二
九
二

中
入
・
小
善
地
線
　
　
　
二
、
〇
三
五

菜
畑
線
（
二
工
区
）（
改
良
鋪
装
）

二
、
三
〇
七
　

主主主主
なななな
事事事事
業業業業
のののの
実実実実
施施施施
状状状状
況況況況



（7）

②
村
道
維
持
補
修
工
事

中
入
・
小
善
地
線
（
鋪
装
・
排
水
）

一
、
三
一
三

月
夜
野
環
状
線
（
擁
壁
・
鋪
装
）八

六
八

五
、
消
防
・
防
災
等
関
係

①
消
防
施
設
整
備

◎
四
〇
t
耐
震
性
貯
水
槽
設
置

野
原
地
内
　
　
　
　
　
四
、
六
二
〇

◎
六
〇
t
耐
震
性
貯
水
槽
設
置

月
夜
野
地
内
　
　
　
　
六
、
二
七
九

◎
六
〇
t
耐
震
性
貯
水
槽
設
置

久
保
地
内
　
　
　
　
　
六
、
五
三
一

◎
消
防
団
拠
点
施
設
整
備

（
第
三
分
団
第
二
部
詰
所
）

神
地
地
内
　
　
　
　
一
三
、
〇
二
〇

六
、
教
育
関
係

地
震
対
策

◎
道
志
村
・
道
志
小
学
校
屋
内
運
動
場

耐
震
診
断
一
式
　
　
　
二
、
〇
〇
〇

◎
小
学
校

道
志
小
学
校
看
板
設
置
事
業

九
九
七

道
志
小
学
校
体
育
館
校
歌
レ
リ
ー
フ

二
二
四

道
志
小
学
校
校
旗
　
　
　
　
六
六
四

唐
沢
小
学
校
体
育
館
補
修
工
事三

九
四

◎
中
学
校

ビ
ッ
ク
マ
ロ
ン
塗
装
工
事
　
一
〇
〇

教
員
住
宅
改
修
工
事
　
三
、
四
三
九

基　金　の　名　称

道 志 村 財 政 調 整 基 金

道 志 村 村 債 管 理 基 金

道志村総合会館建設基金

道 志 村 土 地 開 発 基 金

道志村ふるさと振興基金

道志村ふるさと水と土保全対策基金

国民年金印紙購入基金

西 川 教 育 基 金

地 域 福 祉 基 金

道志村国民健康保険財政調整基金

国民健康保険団体連合会預託金

観光施設等特別会計基金

道志村中山間地域活性化推進基金

道志村介護保険円滑導入基金

広域常備消防事務委託費負担基金

道 志 村 介 護 保 険 基 金

合　　　　　計

基金の額

171,272

89,427

84,640

116,467

106,841

10,650

2,022

21,291

100,000

55,255

981

20,278

2,807

3,624

12,023

1,159

798,737

起 債 区 分

過疎対策事業費債

義務教育施設事業債

災 害 復 旧 事 業 債

公営住宅建設事業債

一 般 公 共 事 業 債

一 般 単 独 事 業 債

臨 時 財 政 特 例 債

辺 地 振 興 資 金

減 税 補 て ん 債

臨時税収補てん債

公共事業等臨時特例債

一 般 会 計

診 療 所 会 計

簡 易 水 道 会 計

合　　　　計

金　　額

1,677,782

67,100

10,369

31,026

113,950

191,062

11,439

39,700

61,180

14,000

1,869

2,219,477

3,302

266,215

2,488,994

件数

16

4

4

1

6

6

6

2

6

1

1

53

1

9

63

基金現在高の状況（平成12年度末現在）地方債現在高の状況（平成12年度末現在）

（単位千円）（単位千円）


